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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月15日(2016.8.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくも１つの溝（１００２）を有するように構成されたスタイレット（１１０４）で
あって、前記溝がスタイレットの横断面の一部のみに配置された切欠部である、スタイレ
ットと、
　前記スタイレットの外に位置され、スタイレットを前記少なくとも１つの溝のところで
曲げるように構成された引張りワイヤ(１１０２)とを具備し、
　前記引張りワイヤは、前記少なくとも１つの溝の先端方向に延び、レザー溶接とスタイ
レットの周りに配置された覆い層との少なくとも一方により前記スタイレットの外面に接
続されており、前記覆い層は、引張りワイヤが曲げのために引かれたときに、スタイレッ
トの基端部近くで引張りワイヤを保持する、操作可能な偏向器（９０６）。
【請求項２】
　前記スタイレットの基端部に接続され、カテーテル(９０８)に着脱可能に接続されるハ
ンドル(９０２)を更に具備する請求項１に記載の操作可能な偏向器。
【請求項３】
　カテーテル(９０８)を更に具備し、前記スタイレットが、前記引張りワイヤによるスタ
イレットの曲げがカテーテルの曲げを生じさせるように、カテーテルの管内に着脱可能に
配置されている、請求項１に記載の操作可能な偏向器。
【請求項４】
　更にハンドル(９０２)を具備し、このハンドルには、前記引張りワイヤに接続されたレ
バー(９０４)が配置され、前記レバーの動きにより、前記引張りワイヤは、引っ張られて
前記スタイレットが曲げられる請求項１に記載の操作可能な偏向器。
【請求項５】
　前記覆い層は、前記スタイレット外面で熱収縮されている請求項１に記載の操作可能な
偏向器。
【請求項６】
　前記レバーは、離脱可能にロック可能な複数の位置(１３０２)を有している請求項４に
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記載の操作可能な偏向器。
【請求項７】
　離脱可能にロック可能な前記複数の位置は、スタイレットの曲げの既知の増分に対応し
ている請求項６に記載の操作可能な偏向器。
【請求項８】
　複数の溝を有している請求項１に記載の操作可能な偏向器。
【請求項９】
　前記複数の溝は、各々、各溝の曲げを個々に制御するように、単一の引張りワイヤに対
応している請求項８に記載の操作可能な偏向器。
【請求項１０】
　複数の管を有し、前記スタイレットが前記複数の管の１つの中に着脱可能に配置されて
いる請求項１に記載の操作可能な偏向器。
【請求項１１】
　前記スタイレットと引張りワイヤとは、共に、ほぼ円形の横断面を有している請求項１
に記載の操作可能な偏向器。
【請求項１２】
　前記スタイレットは、塑性変形可能である請求項１に記載の操作可能な偏向器。
【請求項１３】
　前記溝は、弾性的に変形可能である請求項１に記載の操作可能な偏向器。
【請求項１４】
　サンプルを採取するように前記カテーテルの先端部に配置された尖った先端部(２０４)
を更に具備している請求項３に記載の操作可能な偏向器。
【請求項１５】
　前記スタイレットの溝は、スタイレットの長軸から９０°まで、曲げ可能である請求項
１に記載の操作可能な偏向器。
【請求項１６】
　複数のカテーテルと、
　前記複数のカテーテルのいずれかに対応するように構成された請求項１に記載された操
作可能な偏向器（９０６）とを具備する操作可能な偏向器のキット。
【請求項１７】
　前記複数のカテーテルの少なくとも１つは、ＣＶＳ、ＩＶＦ、ＩＵＩ処置をするように
構成されている請求項１６に記載の操作可能な偏向器のキット。
【請求項１８】
　スタイレット(１１０２)とカテーテル(９０８)とを有する操作可能な偏向器(９０６)を
挿入することと、
　目的領域に前記操作可能な偏向器を案内することであって、前記案内は、スタイレット
に配置された溝(１００２)の所でスタイレットを少なくとも１度変更させることを含む、
案内することと、
　前記操作可能な偏向器の一部を少なくとも除去することとを具備する、操作可能な偏向
器を使用する方法。
【請求項１９】
　前記挿入することと、案内することとも除去することとの少なくとも１つのために、医
療画像化を使用することを更に具備する請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記除去することは、カテーテルをその場に残して、前記スタイレットを除去ることを
含んでいる請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　目的領域からサンプルを採取するために、前記カテーテルに注射器を装着することを更
に具備する請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
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　目的領域に精液と受精卵との少なくとも一方を付着させることを更に具備する請求項２
０に記載の方法。
【請求項２３】
　目的領域からサンプルを採取するように尖った先端部(２０４)を使用することを更に具
備する請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
前記目的領域は、絨毛膜絨毛である請求項２３に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　この明細書に記載されている全ての公開公報、特許公報、出願が、これら公開公報、特
許公報、出願の各々が参照としてここに組み込まれることを意図としているのであれば、
同じ程度に参照としてこの明細書に組み込まれる。更に、この出願でのいかなる引例の参
照もしくは識別は、本願発明に対する従来技術として利用され得る。項の表題が使用され
ている範囲において、前記表題は、必要な限定としの構成ではない。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲を付記として記載する。
［付記１］
　少なくも１つの溝を有するように構成された偏向器であって、前記溝が偏向器の横断面
の一部を横切るように配置された切欠部である、偏向器と、
　前記偏向器を前記溝のところで曲げるように構成され、溝の先端側で偏向器に接続され
た引張りワイヤとを具備する操作可能なカテーテル装置。
［付記２］
　前記偏向器の基端部に接続され、カテーテルに着脱可能に接続されるハンドルを更に具
備する付記１の操作可能なカテーテル装置。
［付記３］
　カテーテルを更に具備し、前記偏向器が、前記引張りワイヤによる偏向器の曲げがカテ
ーテルの曲げを生じさせるように、カテーテルの管内に着脱可能に配置されている、付記
１の操作可能なカテーテル装置。
［付記４］
　更にハンドルを具備し、このハンドルには、前記引張りワイヤに接続されたレバーが配
置され、前記レバーの動きにより、前記引張りワイヤは、引っ張られて前記偏向器が曲げ
られる付記１の操作可能なカテーテル装置。
［付記５］
　前記引張りワイヤは、レザー溶接と被覆との少なくとも一方により前記偏向器に接続さ
れている付記１の操作可能なカテーテル装置。
［付記６］
　前記偏向器と引張りワイヤとの周りの覆い層を更に具備する付記１の操作可能なカテー
テル装置。
［付記７］
　前記覆い層は、前記偏向器外面で熱収縮されている付記６の操作可能なカテーテル装置
。
［付記８］
　前記レバーは、離脱可能にロック可能な複数の位置を有している付記４の操作可能なカ
テーテル装置。
［付記９］
　離脱可能にロック可能な前記複数の位置は、偏向器の曲げの既知の増分に対応している
付記８の操作可能なカテーテル装置。
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［付記１０］
　複数の溝を有している付記１の操作可能なカテーテル装置。
［付記１１］
　前記複数の溝は、各々、各溝の曲げを個々に制御するように、単一の引張りワイヤに対
応している付記１０の操作可能なカテーテル装置。
［付記１２］
　複数の管を有し、前記偏向器が前記複数の管の１つの中に着脱可能に配置されている付
記１の操作可能なカテーテル装置。
［付記１３］
　前記偏向器と引張りワイヤとは、共に、ほぼ円形の横断面を有している付記１の操作可
能なカテーテル装置。
［付記１４］
　前記覆い層は、曲げの間、前記偏向器に隣接するように、前記引張りワイヤを維持する
付記６の操作可能なカテーテル装置。
［付記１５］
　前記偏向器は、塑性変形可能である付記１の操作可能なカテーテル装置。
［付記１６］
　前記溝は、弾性的に変形可能である付記１の操作可能なカテーテル装置。
［付記１７］
　サンプルを採取するように前記カテーテルの先端部に配置された尖った先端部を更に具
備している付記１の操作可能なカテーテル装置。
［付記１８］
　前記偏向器の溝は、偏向器の長軸から９０°まで、曲げ可能である付記１の操作可能な
カテーテル装置。
［付記１９］
　複数のカテーテルと、
　前記複数のカテーテルのいずれかに対応するように構成された偏向器とを具備する操作
可能なカテーテル装置のキット。
［付記２０］
　前記複数のカテーテルの少なくとも１つは、ＣＶＳ、ＩＶＦ、ＩＵＩ処置をするように
構成されている付記１９の操作可能なカテーテル装置のキット。
［付記２１］
　偏向器とカテーテルとを有する操作可能なカテーテル装置を挿入することと、
　目的領域に前記操作可能なカテーテル装置を案内することであって、前記案内は、偏向
器に配置された溝の所で偏向器を少なくとも１度変更させることを含む、案内することと
、
　前記操作可能なカテーテルの一部を少なくとも除去することとを具備する、操作可能な
カテーテル装置を使用する方法。
［付記２２］
　前記挿入することと、案内することとも除去することとの少なくとも１つのために、医
療画像化を使用することを更に具備する付記２１の方法。
［付記２３］
　前記除去することは、カテーテルをその場に残して、前記カテーテルを除去することを
含んでいる付記２１の方法。
［付記２４］
　目的領域からサンプルを採取するために、前記カテーテルに注射器を装着することを更
に具備する付記２３の方法。
［付記２５］
　目的領域に精液と受精卵との少なくとも一方を付着させることを更に具備する付記２３
の方法。
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［付記２６］
　目的領域からサンプルを採取するように尖った先端部を使用することを更に具備する付
記２１の方法。
［付記２７］
　前記目的領域は、絨毛膜絨毛である付記２６の方法。
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